
 

１ 変更事項 

   ３．地域再生計画の区域 

   ４．地域再生計画の目標 

   ５．目標を達成するために行う事業 

   添付資料 

 

２ 変更事項の内容 

変更事項 変更前 変更後 

3.地域再生

計画の区域 

○東讃エリア（さぬき市） 

 津田港 

○中讃エリア（丸亀市、香川県仲多度

郡多度津町） 

 丸亀港、里浦港、多度津港、小手島

漁港 

○小豆島エリア（香川県小豆郡土庄

町、小豆島町） 

 土庄港、内海港、馬越港、王子前漁

港、田浦漁港 

○西讃エリア（三豊市、観音寺市） 

 詫間港、観音寺港、上新田漁港、大

浜漁港 

○直島エリア（香川県香川郡直島町）

 宮浦港 

○東讃エリア（さぬき市） 

 津田港 

○中讃エリア（丸亀市、香川県仲多度

郡多度津町） 

 丸亀港、里浦港、多度津港、小手島

漁港 

○小豆島エリア（香川県小豆郡土庄

町、小豆島町） 

 土庄港、内海港、馬越港、王子前漁

港、田浦漁港 

○西讃エリア（三豊市、観音寺市） 

 詫間港、観音寺港、仁尾港、上新田

漁港、大浜漁港 

○直島エリア（香川県香川郡直島町）

 宮浦港 

4.地域再生

計画の目標 

三豊市 

 三豊市は荘内半島を含む香川県西

部に位置しており、詫間港のある宮の

下地区は漁業や臨海工業の発達した

地域であり、臨海部に海洋性レクリエ

ーション施設の整備が進められてい

る。 

 

（中略） 

 

（目標１）にぎわい創出 

・ネットワークの推進によるにぎわ

いづくり 

航路活用等による来島者数の

増加（５％増） 

・ボートパーク整備による放置艇の

減少（５０隻の減少） 

 

 

三豊市 

 三豊市は荘内半島を含む香川県西

部に位置しており、詫間港のある宮の

下地区や仁尾港は漁業や臨海工業の

発達した地域であり、臨海部に海洋性

レクリエーション施設の整備が進め

られている。 

 

（中略） 

 

（目標１）にぎわい創出 

・ネットワークの推進によるにぎわ

いづくり 

航路活用等による来島者数の

増加（５％増） 

・ボートパーク整備による放置艇の

減少（５０隻の減少） 

・係留施設利用率の増加（１０％増）

 



変更事項 変更前 変更後 

5.目標を達

成するため

に行う事業 

 

５－１ 全体の概要 

 香川県の沿岸部及び島嶼部のにぎ

わいの創出、安全で安心して生活でき

る生活基盤の整備、地域産業基盤の整

備による島嶼部の活性化を図るため

次の事業を実施する。 

 

（中略） 

 

西讃エリアでは、海洋性レクリエー

ションの拠点となる詫間港（宮の下地

区）（平成１５年度から事業実施中）

において、港湾環境を改善するため、

ボードウォークや芝生の多目的広場

のある港湾緑地を整備する。また、放

置艇問題を解消するため、詫間港に５

０隻のプレジャーボートが収容可能

な係留施設と防波堤を整備し、泊地の

水深を確保するために浚渫を行う。詫

間港（水出地区）においても、泊地の

水深を確保するために浚渫を行う。 

観音寺港については、定期船発着施

設のバリアフリー化や、小型船（漁船

等）の準備及び荷役の効率化を図るた

め、浮桟橋を整備する。 

 

 

 

 

 

上新田漁港においても、浮桟橋を整

備改修し、係留施設のバリアフリー化

を進める。 

大浜漁港では、赤貝やとらふぐの養

殖が盛んに行われているが、作業の効

率化に伴い大型化した船舶に対応す

るため、泊地の水深を確保するために

浚渫を行う。 

 

 

５－２ 法第４章の特別の措置を適

用して行う事業 

５－１ 全体の概要 

 香川県の沿岸部及び島嶼部のにぎ

わいの創出、安全で安心して生活でき

る生活基盤の整備、地域産業基盤の整

備による島嶼部の活性化を図るため

次の事業を実施する。 

 

（中略） 

 

西讃エリアでは、海洋性レクリエー

ションの拠点となる詫間港（宮の下地

区）（平成１５年度から事業実施中）

において、港湾環境を改善するため、

ボードウォークや芝生の多目的広場

のある港湾緑地を整備する。また、放

置艇問題を解消するため、詫間港に５

０隻のプレジャーボートが収容可能

な係留施設と防波堤を整備し、泊地の

水深を確保するために浚渫を行う。詫

間港（水出地区）においても、泊地の

水深を確保するために浚渫を行う。 

観音寺港については、定期船発着施

設のバリアフリー化や、小型船（漁船

等）の準備及び荷役の効率化を図るた

め、浮桟橋を整備する。 

 

仁尾港については、浮桟橋を改修

し、利用者の安全を確保するとともに

施設のバリアフリー化を進める。 

 

上新田漁港においても、浮桟橋を整

備改修し、係留施設のバリアフリー化

を進める。 

大浜漁港では、赤貝やとらふぐの養

殖が盛んに行われているが、作業の効

率化に伴い大型化した船舶に対応す

るため、泊地の水深を確保するために

浚渫を行う。 

 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適

用して行う事業 



変更事項 変更前 変更後 

港整備交付金を活用する事業 

整備箇所等については、別添の整備

箇所を示した図面による。 

[施設の種類と事業主体] 

・港湾施設 

津田港（東讃エリア）   香川県 

丸亀港（中讃エリア）  香川県 

土庄港、内海港（小豆島エリア） 

香川県 

 

詫間港、観音寺港（西讃エリア） 

香川県 

宮浦港（直島エリア）  香川県  

里浦港（中讃エリア）  丸亀市 

多度津港（中讃エリア）多度津町 

馬越港（小豆島エリア） 土庄町 

 

・漁港施設 

小手島漁港（中讃エリア）丸亀市 

上新田漁港、大浜漁港（西讃エリア）

三豊市 

王子前漁港（小豆島エリア）土庄町

田浦漁港（小豆島エリア）小豆島町

 

（中略） 

 

［港整備交付金の総事業費］ 

 総事業費 3,655,000 千円（うち交

付金 1,587,000 千円） 

（内訳） 

・港湾施設 3,480,000 千円（うち交

付金 1,491,000 千円） 

・漁港施設  175,000 千円（うち交

付金   96,000 千円） 

 

（後略） 

 

港整備交付金を活用する事業 

整備箇所等については、別添の整備

箇所を示した図面による。 

[施設の種類と事業主体] 

・港湾施設 

津田港（東讃エリア）   香川県 

丸亀港（中讃エリア）  香川県 

土庄港（小豆島エリア） 香川県 

 内海港（小豆島エリア） 

       香川県、小豆島町 

詫間港、観音寺港（西讃エリア） 

香川県 

宮浦港（直島エリア）  香川県  

里浦港（中讃エリア）  丸亀市 

多度津港（中讃エリア）多度津町 

馬越港（小豆島エリア） 土庄町 

仁尾港（西讃エリア）  三豊市 

・漁港施設 

小手島漁港（中讃エリア）丸亀市 

上新田漁港、大浜漁港（西讃エリア）

三豊市 

王子前漁港（小豆島エリア）土庄町

田浦漁港（小豆島エリア）小豆島町

 

（中略） 

 

［港整備交付金の総事業費］ 

 総事業費 4,240,000 千円（うち交

付金 1,819,000 千円） 

（内訳） 

・港湾施設 4,085,000 千円（うち交

付金 1,733,000 千円） 

・漁港施設  155,000 千円（うち交

付金   86,000 千円） 

 

（後略） 

 


